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前回までの議論の整理 

 

１．チーム医療を推進するための基本的な考え方  

○ 我が国の医療は非常に厳しい状況に直面しており、医学の進歩、高齢化の進行等により

医師や看護師の許容量を超えた医療が求められる中、チーム医療の推進は必須である。 

○ チーム医療を推進する目的は、専門職の積極的な活用、職種間の有機的な連携を図るこ

と等により医療の質的な改善を図ることであり、そのためには、①コミュニケーション、

②情報の共有化、③チームマネジメントの３つの視点が重要である。 

○ 医療スタッフ間における情報の共有のための手段としては、定型化した書式による情報

の共有化や電子カルテを活用した情報の一元管理などが有効である。 

○ 患者もチーム医療の一員という視点も重要であり、患者に対して最高の医療をするため

に各職種がどのように協力するかを考える必要がある。また、患者もチームに参加するこ

とによって医療者に全てを任せるのではなく、自分の治療の選択等に参加することが必要

である。 

○ チーム医療を展開する中で、医師が個々の医療従事者の能力等を勘案して「包括的指示」

を積極的に活用することも重要な手段であるが、「包括的指示」の要件等をあまり定型化し

すぎると医療現場の負担増になる可能性に注意が必要である。 

○ チームの質を向上させるためには卒前・卒後の教育が重要であり、専門職としての知識

や技術に関する縦の教育と、チームの一員として他職種を理解することやチームリーダ

ー・マネージャーとしての能力を含めた横の教育が必要である。 

○ 急性期、回復期、維持期、在宅期において求められるチーム医療のあり方はそれぞれ異

なるものであり、各ステージにおけるチーム医療のあり方を考えるともに、各々のチーム

医療が連鎖するような仕組みの構築が必要である。 

２．急性期・救急医療の場面におけるチーム医療  

○ 高齢者に対しては、高齢者に特徴的な廃用症候群や低栄養状態などの様々な合併症に対

応するための対策が必要であり、そのためには急性期の段階からの対策が重要である。 

○ 急性期医療におけるチーム医療については、現状ではマンパワーが限られていることか

ら、少数の専門職が課題に応じてチームを編成する「専門部隊型のチーム医療」が中心と

なっている。「専門部隊型のチーム医療」においては、質の高いチーム医療の提供は可能で

あるが、カンファレンス等により情報共有のためのすりあわせが必要であるため、処理能

力には限りがあり、手術室や ICU などのリスクの高い患者に対するチーム医療には適して

いる。 

○ 今後の急性期医療におけるチーム医療においては、十分な専門職を病棟に配置する「病

棟配属型チーム医療」により、必要な患者全てに対して、必要な時に十分な質の高い医療

サービスを提供することが期待されている。 
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例）急性期における栄養サポートチーム（近森病院）の取組 

 管理栄養士を病棟に配属し、患者の身体所見等の確認を直接行ったり、業務の標準化や

電子カルテによる書式の標準化を通じた情報共有を図ったりすると共に、院内 PHS を活用

し、どこでも連絡をとれる状態にし、必要な時に必要な症例に対して NST 介入を行ってい

る。 

３．回復期・慢性期医療の場面におけるチーム医療  

○ 回復期のチーム医療においては、褥瘡対策や栄養管理、感染対策といった課題に対応す

ることが求められており、そのためには病棟への様々な専門職の手厚い配置が求められて

いる。回復期リハビリテーション病棟においては、診療報酬における配置基準よりも多く

のリハビリスタッフや ST、配置基準には規定されていない管理栄養士、社会福祉士等を配

置している。 

例）回復期におけるチーム医療（長崎リハビリテーション病院）の取組 

専門職間の縦割りを解消するため、医師を含めた医療職は全て臨床部の所属としたほ

か、ナースステーションをスタッフステーションと、ナースコールをスタッフコールと

変更するなどの工夫を行っている。 

 48 床に対してスタッフ 76 人という手厚い配置を行っており、看護を基盤として互いに

他職種を尊重し、明確な目標に向かってそれぞれの見地から評価を行い、専門的技術を

効率よく提供する観点からチームアプローチを行っている。 

４．在宅医療の場面におけるチーム医療（医療・介護・福祉の連携）  

○ 在宅医療において、質の高い医療を効率よく提供するためには、①チームの統合性、②

チームのスピード性、③チームの効率性の３つの要素が必要である。 

○ 在宅医療における医師と看護師の連携については、患者対応のスピードが求められると

ともに実施する医療行為には様々なものがあることから、在宅医療を担う医療機関と訪問

看護を担う機関が提供する医療に関する哲学や実際のやり方を共有することが重要である。 

○ 入院から在宅への移行支援については、在宅チームが主導して在宅への移行準備、試験

外泊等を実施する仕組みを構築することが必要である。 

○ 在宅医療において、患者・家族の不安を取り除くために 24 時間対応は非常に重要であり、

確実な連絡体制を確保する必要がある。 

例）在宅医療におけるチーム医療（クリニック川越）の取組 

医師と看護師の一体化したチームで提供する医療の哲学・実施方法を共有するととも

に、電子カルテを活用してリアルタイムに情報共有を行っている。医療機関と訪問看護

機関の緊密な連携を前提に、医師の指示を工夫するとともに、看護師の臨床能力評価に

応じて実施可能な医行為を決めることにより看護師の裁量権を拡大している。在宅緩和

ケアにおいては、薬剤師が関わるケースが増加しており、麻薬等の薬剤の配送や服薬指

導、中心静脈栄養の調剤等の役割を担っている。 



3 

 

５．医科・歯科の連携  

○ 口腔ケアは誤嚥性肺炎予防の基本であり、医療・介護の現場で歯科医師・歯科衛生士を

チームの一員として活用することにより、高齢患者において特に重要な合併症の予防が期

待される。 

例）医科歯科連携におけるチーム医療（長崎リハビリテーション病院）の取組 

歯科診療オープンシステムを活用して非常勤歯科医師と歯科衛生士を活用した医科・

歯科連携を行っている。 

６．特定の診療領域等におけるチーム医療  

○ 特定の診療領域や課題に応じて、様々な職種による治療チームを構成してチーム医療を

実践することにより、各職種がそれぞれの専門性を発揮した業務に取り組むことが可能に

なり、医療の質と効率性の向上といった効果が期待される。 

 

例）特定の診療領域等におけるチーム医療の取組 

・褥瘡対策チーム（脳血管研究所美原記念病院の例） 

 看護師が褥瘡発生リスクを随時評価し、医師・薬剤師・看護師がベッドサイドにて薬

剤選択及び治療方針の決定を行い、ハイリスク患者に対して積極的な体位変換を実施す

る取組により、ハイリスク患者が多い中で褥瘡発生率を低く抑え、治癒率も良好な水準

となっている。 

・リハビリチーム（脳血管研究所美原記念病院の例） 

 医師及びリハビリスタッフがリハビリの適応の確認を行い、リハビリスタッフと看護

師が連携して、超早期からのリハビリを実施するとともに、日常生活援助にリハビリ的

看護ケアを導入するなどの取組により ADL の改善度合いが向上している。 

７．医療スタッフの業務の効率化・業務負担の軽減  

○ 急性期の医療において、現在は個別の課題に応じて必要な専門職を集めた「専門部隊型

のチーム医療」が行われているが、十分なマンパワーを確保して必要な専門職を病棟に配

置する「病棟配属型チーム医療」が望ましい。 

例）薬剤師の病棟配置による薬剤管理の取組 

薬剤管理において、薬剤師を病棟に配置し、医師と協働した薬物療法の検討、注射薬

の調製、医師・看護師と協働した点滴投与時の注意事項の確認等を実施することにより、

薬剤に関するインシデント報告件数が減少する効果が現れている。 

○ 全日本病院協会が実施した看護師の業務に関する調査によると、依然として看護師が機

器点検や物品管理、検体搬送等の業務を実施しており、他職種との業務分担等による業務

の見直しが必要である。 


